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○

特
定
目
的
会
社
の
社
員
総
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
内
閣
府
令
第
五
十
三
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

社
員
総
会

第
二
章

社
員
総
会

第
一
節

通
則
（
第
三
条
―
第
十
条
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

社
員
総
会
参
考
書
類

第
二
節

社
員
総
会
参
考
書
類

第
一
款

通
則
（
第
十
一
条
）

第
一
款

通
則
（
第
十
一
条
）

第
二
款

役
員
の
選
任
（
第
十
二
条
―
第
十
五
条
）

第
二
款

役
員
の
選
任
（
第
十
二
条
―
第
十
五
条
）

第
三
款

役
員
の
解
任
等
（
第
十
六
条
―
第
十
九
条
）

第
三
款

役
員
の
解
任
等
（
第
十
六
条
―
第
十
九
条
）

第
四
款

役
員
の
報
酬
等
（
第
二
十
条
―
第
二
十
二
条
）

第
四
款

役
員
の
報
酬
等
（
第
二
十
条
―
第
二
十
二
条
）

第
五
款

計
算
関
係
書
類
の
承
認
（
第
二
十
三
条
）

第
五
款

計
算
関
係
書
類
の
承
認
（
第
二
十
三
条
）

第
五
款
の
二

特
定
出
資
の
併
合
（
第
二
十
三
条
の
二
）

第
五
款
の
三

優
先
出
資
の
併
合
（
第
二
十
三
条
の
三
）

第
六
款

社
員
提
案
の
場
合
に
お
け
る
記
載
事
項
（
第
二
十
四
条
）

第
六
款

社
員
提
案
の
場
合
に
お
け
る
記
載
事
項
（
第
二
十
四
条
）

第
七
款

社
員
総
会
の
参
考
書
類
の
記
載
の
督
促
（
第
二
十
五
条
）

第
七
款

社
員
総
会
の
参
考
書
類
の
記
載
の
督
促
（
第
二
十
五
条
）

附
則

附
則

（
招
集
の
決
定
事
項
）

（
招
集
の
決
定
事
項
）

第
三
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

第
三
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
員
総
会
が
定
時
社
員
総
会

一

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
員
総
会
が
定
時
社
員
総
会

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
日
が
前
事
業
年
度
に
係
る
定
時
社
員
総
会

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
日
が
前
事
業
年
度
に
係
る
定
時
社
員
総
会

の
日
に
応
当
す
る
日
と
著
し
く
離
れ
た
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
時
を
決

の
日
に
応
当
す
る
日
と
著
し
く
離
れ
た
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
時
を
決

定
し
た
理
由

定
し
た
理
由

二

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
員
総
会
の
場
所
が
過
去
に

二

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
員
総
会
の
場
所
が
過
去
に

開
催
し
た
社
員
総
会
の
い
ず
れ
の
場
所
と
も
著
し
く
離
れ
た
場
所
で
あ
る
と

開
催
し
た
社
員
総
会
の
い
ず
れ
の
場
所
と
も
著
し
く
離
れ
た
場
所
で
あ
る
と

き
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
場
所
を
決
定
し
た
理
由

き
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
場
所
を
決
定
し
た
理
由

イ

当
該
場
所
が
定
款
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

イ

当
該
場
所
が
定
款
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

ロ

当
該
場
所
で
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
社
員
総
会
に
出
席
し
な
い
社
員

ロ

当
該
場
所
で
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
社
員
総
会
に
出
席
し
な
い
社
員

全
員
の
同
意
が
あ
る
場
合

全
員
の
同
意
が
あ
る
場
合

三

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と

三

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
定
款
に
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
定
款
に
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）

イ

次
節
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
第
二

イ

次
節
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

十
三
条
の
二
第
三
号
及
び
第
二
十
三
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）

ロ

特
定
の
時
（
社
員
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
五
十
五
条

ロ

特
定
の
時
（
社
員
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
五
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
日
以

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
日
以

後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
と
す

後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
と
す

る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

ハ

特
定
の
時
（
社
員
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
五
十
五
条

ハ

特
定
の
時
（
社
員
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
五
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
日
以

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
日
以

後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期

後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
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限
と
す
る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

限
と
す
る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

ニ

第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
取
扱
い
の

ニ

第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
取
扱
い
の

内
容

内
容

ホ

第
二
十
五
条
第
一
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
特
定
社
員
又
は
優
先

ホ

第
二
十
五
条
第
一
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
特
定
社
員
又
は
優
先

出
資
社
員
に
対
し
て
提
供
す
る
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
し
な
い
も
の

出
資
社
員
に
対
し
て
提
供
す
る
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
し
な
い
も
の

と
す
る
事
項

と
す
る
事
項

ヘ

一
の
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
次
に
掲
げ

ヘ

一
の
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
次
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
規
定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
規
定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を

行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使

行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使

の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
社
員
の
議
決
権
の
行

の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
社
員
の
議
決
権
の
行

使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を

使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を

除
く
。
）
は
、
そ
の
事
項

除
く
。
）
は
、
そ
の
事
項

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合

法

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合

法

(1)

(1)

第
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一

第
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一

項

項

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合

法

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合

法

(2)

(2)

第
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
一

第
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
一

項

項

四

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と

四

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
定
款
に
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
定
款
に
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）

て
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）

イ

法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
承
諾
を
し
た
特
定
社
員
の
請
求
が
あ
っ
た
時

イ

法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
承
諾
を
し
た
特
定
社
員
の
請
求
が
あ
っ
た
時

に
当
該
特
定
社
員
に
対
し
て
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

に
当
該
特
定
社
員
に
対
し
て
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
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三
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
社
員
が
議
決
権
を
行
使
す
る
た
め
の
書

三
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
社
員
が
議
決
権
を
行
使
す
る
た
め
の
書

面
（
以
下
「
議
決
権
行
使
書
面
」
と
い
う
。
）
の
交
付
（
当
該
交
付
に
代

面
（
以
下
「
議
決
権
行
使
書
面
」
と
い
う
。
）
の
交
付
（
当
該
交
付
に
代

え
て
行
う
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
含
む

え
て
行
う
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
含
む

。
）
を
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

。
）
を
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

ロ

法
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
第
三
項
の

ロ

法
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
第
三
項
の

承
諾
を
し
た
社
員
（
社
員
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事

承
諾
を
し
た
社
員
（
社
員
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事

項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
社
員
を
除
く
。

項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
社
員
を
除
く
。

第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
社
員
の
請
求
が

第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
社
員
の
請
求
が

あ
っ
た
時
に
法
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

あ
っ
た
時
に
法
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
（
当
該
交
付
に
代

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
（
当
該
交
付
に
代

え
て
行
う
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
含
む

え
て
行
う
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
含
む

。
）
を
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

。
）
を
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

ハ

一
の
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
法
第
六
十

ハ

一
の
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
法
第
六
十

一
条
又
は
第
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一

一
条
又
は
第
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一

条
第
一
項
及
び
法
第
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

条
第
一
項
及
び
法
第
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に

百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る

お
い
て
、
当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る

も
の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
の
議
決

も
の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
の
議
決

権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

五

法
第
六
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
条
第
一
項

五

法
第
六
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
代
理
権
（
代
理
人

の
規
定
に
よ
る
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
代
理
権
（
代
理
人

の
資
格
を
含
む
。
）
を
証
明
す
る
方
法
、
代
理
人
の
数
そ
の
他
代
理
人
に
よ

の
資
格
を
含
む
。
）
を
証
明
す
る
方
法
、
代
理
人
の
数
そ
の
他
代
理
人
に
よ

る
議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き
（
定
款
に
当
該
事
項
に
つ

る
議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き
（
定
款
に
当
該
事
項
に
つ
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い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
事
項

い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
事
項

六

第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が

六

第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が

社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
議
案
の

社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
議
案
の

概
要
（
議
案
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

概
要
（
議
案
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

イ

役
員
等
の
選
任

イ

役
員
等
の
選
任

ロ

役
員
等
の
報
酬
等

ロ

役
員
等
の
報
酬
等

ハ

特
定
出
資
の
併
合

（
新
設
）

ニ

優
先
出
資
の
併
合

（
新
設
）

ホ

法
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
募
集
特
定
出
資
を

ハ

法
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
募
集
特
定
出
資
を

引
き
受
け
る
者
の
募
集

引
き
受
け
る
者
の
募
集

ヘ

法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
募
集
優
先
出
資
を

ニ

法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
募
集
優
先
出
資
を

引
き
受
け
る
者
の
募
集

引
き
受
け
る
者
の
募
集

ト

法
第
百
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
転
換
特
定
社
債

ホ

法
第
百
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
転
換
特
定
社
債

の
発
行

の
発
行

チ

法
第
百
三
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
新
優
先
出
資
引

ヘ

法
第
百
三
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
新
優
先
出
資
引

受
権
付
特
定
社
債
の
発
行

受
権
付
特
定
社
債
の
発
行

リ

定
款
の
変
更

ト

定
款
の
変
更

（
会
計
監
査
人
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

（
会
計
監
査
人
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

第
十
五
条

取
締
役
が
会
計
監
査
人
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
提
出
す
る
場
合
に

第
十
五
条

取
締
役
が
会
計
監
査
人
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
提
出
す
る
場
合
に

は
、
社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

は
、
社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
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る
事
項

る
事
項

イ

候
補
者
が
公
認
会
計
士
で
あ
る
場
合

そ
の
氏
名
、
事
務
所
の
所
在
場

イ

候
補
者
が
公
認
会
計
士
で
あ
る
場
合

そ
の
氏
名
、
事
務
所
の
所
在
場

所
、
生
年
月
日
及
び
略
歴

所
、
生
年
月
日
及
び
略
歴

ロ

候
補
者
が
監
査
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所

ロ

候
補
者
が
監
査
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
場
所
及
び
沿
革

在
場
所
及
び
沿
革

二

就
任
の
承
諾
を
得
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨

二

就
任
の
承
諾
を
得
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨

三

監
査
役
が
当
該
候
補
者
を
会
計
監
査
人
の
候
補
者
と
し
た
理
由

三

議
案
が
法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十

四
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四

法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第

四

法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
意
見

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
意
見

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
の
内
容
の
概
要

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
の
内
容
の
概
要

五

当
該
候
補
者
が
現
に
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を

五

当
該
候
補
者
が
現
に
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を

経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
処
分
に
係
る
事
項

経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
処
分
に
係
る
事
項

六

当
該
候
補
者
が
過
去
二
年
間
に
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
者
で
あ
る

六

当
該
候
補
者
が
過
去
二
年
間
に
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
者
で
あ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
処
分
に
係
る
事
項
の
う
ち
、
当
該
特
定
目
的
会
社
が
社

場
合
に
お
け
る
当
該
処
分
に
係
る
事
項
の
う
ち
、
当
該
特
定
目
的
会
社
が
社

員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
も
の
と
判
断
し
た
事
項

員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
も
の
と
判
断
し
た
事
項

（
会
計
監
査
人
の
解
任
又
は
不
再
任
に
関
す
る
議
案
）

（
会
計
監
査
人
の
解
任
又
は
不
再
任
に
関
す
る
議
案
）

第
十
九
条

取
締
役
が
会
計
監
査
人
の
解
任
又
は
不
再
任
に
関
す
る
議
案
を
提
出

第
十
九
条

取
締
役
が
会
計
監
査
人
の
解
任
又
は
不
再
任
に
関
す
る
議
案
を
提
出

す
る
場
合
に
は
、
社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な

す
る
場
合
に
は
、
社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

一

会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称
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二

監
査
役
が
議
案
の
内
容
を
決
定
し
た
理
由

二

解
任
又
は
不
再
任
の
理
由

（
削
る
）

三

議
案
が
法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十

四
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三

法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第

四

法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
意
見

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
意
見

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
の
内
容
の
概
要

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
の
内
容
の
概
要

第
五
款
の
二

特
定
出
資
の
併
合

（
新
設
）

第
二
十
三
条
の
二

取
締
役
が
特
定
出
資
の
併
合
に
関
す
る
議
案
を
提
出
す
る
場

合
に
は
、
社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

当
該
特
定
出
資
の
併
合
を
行
う
理
由

二

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
百
八
十
条
第
二
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容

三

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
決
定
を
し
た
日
に
お
け
る
資
産
の
流
動
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
内
容
の
概
要

第
五
款
の
三

優
先
出
資
の
併
合

（
新
設
）

第
二
十
三
条
の
三

取
締
役
が
優
先
出
資
の
併
合
に
関
す
る
議
案
を
提
出
す
る
場

合
に
は
、
社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

一

当
該
優
先
出
資
の
併
合
を
行
う
理
由

二

法
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
百
八
十
条
第
二
項
第

一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容

三

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
決
定
を
し
た
日
に
お
け
る
施
行
規
則
第
四
十
八

条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の

内
容
の
概
要

第
二
十
四
条

議
案
が
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
の
提
出
に
係
る
も
の
で
あ

第
二
十
四
条

議
案
が
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
の
提
出
に
係
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
、
社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
か
ら

る
場
合
に
は
、
社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
又
は

第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
社
員
総
会
参
考
書
類
に
そ
の
全
部
を
記
載
す
る

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
社
員
総
会
参
考
書
類
に
そ
の
全
部
を
記
載
す
る
こ
と

こ
と
が
適
切
で
な
い
程
度
の
多
数
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
も
の
を
も
っ
て
構

が
適
切
で
な
い
程
度
の
多
数
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
も
の
を
も
っ
て
構
成
さ

成
さ
れ
て
い
る
場
合
（
特
定
目
的
会
社
が
そ
の
全
部
を
記
載
す
る
こ
と
が
適
切

れ
て
い
る
場
合
（
特
定
目
的
会
社
が
そ
の
全
部
を
記
載
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ

で
あ
る
も
の
と
し
て
定
め
た
分
量
を
超
え
る
場
合
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、

る
も
の
と
し
て
定
め
た
分
量
を
超
え
る
場
合
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該

当
該
事
項
の
概
要
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
の
概
要
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

議
案
が
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
の
提
出
に
係
る
も
の
で
あ
る
旨

一

議
案
が
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
の
提
出
に
係
る
も
の
で
あ
る
旨

二

議
案
に
対
す
る
取
締
役
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
の
内
容

二

議
案
に
対
す
る
取
締
役
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
の
内
容

三

特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
法
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

三

特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
法
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
に
際
し
て
提
案
の
理
由
（
当
該
提
案
の
理
由
が
明
ら
か
に
虚
偽
で
あ
る

請
求
に
際
し
て
提
案
の
理
由
（
当
該
提
案
の
理
由
が
明
ら
か
に
虚
偽
で
あ
る

場
合
又
は
専
ら
人
の
名
誉
を
侵
害
し
、
若
し
く
は
侮
辱
す
る
目
的
に
よ
る
も

場
合
又
は
専
ら
人
の
名
誉
を
侵
害
し
、
若
し
く
は
侮
辱
す
る
目
的
に
よ
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
提
案
の
理
由
を
除
く
。
）
を
特
定
目

の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
提
案
の
理
由
を
除
く
。
）
を
特
定
目

的
会
社
に
対
し
て
通
知
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由

的
会
社
に
対
し
て
通
知
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由

四

議
案
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
選
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

四

議
案
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
選
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
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場
合
に
お
い
て
、
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
法
第
五
十
七
条
第
三
項

場
合
に
お
い
て
、
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
法
第
五
十
七
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
請
求
に
際
し
て
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
事
項
（
当
該

の
規
定
に
よ
る
請
求
に
際
し
て
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
事
項
（
当
該

事
項
が
明
ら
か
に
虚
偽
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）
を
特

事
項
が
明
ら
か
に
虚
偽
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）
を
特

定
目
的
会
社
に
対
し
て
通
知
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

定
目
的
会
社
に
対
し
て
通
知
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ

取
締
役

第
十
二
条
に
規
定
す
る
事
項

イ

取
締
役

第
十
二
条
に
規
定
す
る
事
項

ロ

会
計
参
与

第
十
三
条
に
規
定
す
る
事
項

ロ

会
計
参
与

第
十
三
条
に
規
定
す
る
事
項

ハ

監
査
役

第
十
四
条
に
規
定
す
る
事
項

ハ

監
査
役

第
十
四
条
に
規
定
す
る
事
項

ニ

会
計
監
査
人

第
十
五
条
に
規
定
す
る
事
項

ニ

会
計
監
査
人

第
十
五
条
に
規
定
す
る
事
項

五

議
案
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お

（
新
設
）

い
て
、
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
法
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
請
求
に
際
し
て
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項
（
当
該
事
項
が
明
ら
か

に
虚
偽
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）
を
特
定
目
的
会
社
に

対
し
て
通
知
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ

特
定
出
資
の
併
合

第
二
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
事
項

ロ

優
先
出
資
の
併
合

第
二
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
事
項

２

二
以
上
の
社
員
か
ら
同
一
の
趣
旨
の
議
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

２

二
以
上
の
社
員
か
ら
同
一
の
趣
旨
の
議
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
そ
の
議
案
及
び
こ
れ
に
対
す
る
取
締
役
の
意
見
の

社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
そ
の
議
案
及
び
こ
れ
に
対
す
る
取
締
役
の
意
見
の

内
容
は
、
各
別
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
社
員
か

内
容
は
、
各
別
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
社
員
か

ら
同
一
の
趣
旨
の
提
案
が
あ
っ
た
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
同
一
の
趣
旨
の
提
案
が
あ
っ
た
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

二
以
上
の
社
員
か
ら
同
一
の
趣
旨
の
提
案
の
理
由
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合

３

二
以
上
の
社
員
か
ら
同
一
の
趣
旨
の
提
案
の
理
由
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
そ
の
提
案
の
理
由
は
、
各
別
に
記
載
す
る

に
は
、
社
員
総
会
参
考
書
類
に
は
、
そ
の
提
案
の
理
由
は
、
各
別
に
記
載
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

こ
と
を
要
し
な
い
。
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第
二
十
五
条

社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を

第
二
十
五
条

社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
社
員
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時

除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
社
員
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時

か
ら
当
該
社
員
総
会
の
日
か
ら
三
箇
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て

か
ら
当
該
社
員
総
会
の
日
か
ら
三
箇
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て

電
磁
的
方
法
に
よ
り
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

電
磁
的
方
法
に
よ
り
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
施
行
規
則
第
百
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲

で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（

十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）
第
百
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ

公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
記
録
媒

る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
公

体
の
う
ち
自
動
公
衆
送
信
の
用
に
供
す
る
部
分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置

衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
記
録
媒
体

に
入
力
さ
れ
る
情
報
を
自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。
以

の
う
ち
自
動
公
衆
送
信
の
用
に
供
す
る
部
分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に

下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
第
三
項
に

入
力
さ
れ
る
情
報
を
自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。
以
下

お
い
て
同
じ
。
）
を
と
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た

同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
場

社
員
総
会
参
考
書
類
を
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
に
対
し
て
提
供
し
た
も

合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
社
員
総
会
参
考
書
類
を
特
定

の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場

社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ

合
に
限
る
。

の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

一

議
案

一

議
案

二

特
定
目
的
会
社
の
計
算
に
関
す
る
規
則
第
七
十
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ

二

特
定
目
的
会
社
の
計
算
に
関
す
る
規
則
第
七
十
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ

る
事
項
を
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
事
項
を
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
当
該
事
項

る
当
該
事
項

三

次
項
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

三

次
項
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

四

社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

四

社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
が
異
議
を
述

く
。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
が
異
議
を
述

べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

２

前
項
の
場
合
に
は
、
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
に
対
し
て
提
供
す
る
社

２

前
項
の
場
合
に
は
、
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
に
対
し
て
提
供
す
る
社
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員
総
会
参
考
書
類
に
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信

員
総
会
参
考
書
類
に
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信

装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合

に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合

で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入

で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入

力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備

力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
も
、

（
新
設
）

電
磁
的
方
法
に
よ
り
特
定
社
員
又
は
優
先
出
資
社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。


